
 

平成４年千葉市告示第１００号 

改正 平成６年３月１日告示第５９号 

改正 平成８年４月１日告示第９８号 

改正 平成１０年８月４日告示第３１２号 

改正 平成２７年５月２７日告示第４７５号 

 

 振動規制法（昭和５１年法律第６４号）第３条第１項の規定により、振動

を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域を次のとお

り指定します。 

また、同法第４条第１項の規定により、特定工場等において発生する振動

の時間区分及び区域区分ごとの規制基準を次のとおり定めます。 

 

平成４年４月１日  

千葉市長 松 井  旭   

 

１ 振動規制の指定地域 

  千葉市の全域。ただし、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８

条第１項第１号に規定する工業専用地域を除く。 

２ 振動の時間区分及び区域区分ごとの規制基準 

時間区分 

 

区域区分 

昼間 

（午前８時から午後７時ま

で） 

夜間 

（午後７時から翌日の午前

８時まで） 

第１種区域 ６０デシベル ５５デシベル 

第２種区域 ６５デシベル ６０デシベル 

備考 

１ 第１種区域又は第２種区域の区域内に所在する学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）第１条に規定する学校、児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号）第７条第１項に規定する保育所、医療法（昭和２３年法律

第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院及び同条第２項に規定す

る診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法（昭和２５年法

律第１１８号）第２条第１項に規定する図書館、老人福祉法（昭和２８



 

年法律第１３３号）第５条の３に規定する特別養護老人ホーム並びに就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こ

ども園の敷地の周囲おおむね５０メートル以内の区域における規制基準

は、この表に掲げる値から５デシベルを減じた値とする。 

 ２ 第１種区域及び第２種区域の区分は、次の表のとおりとする。 

第１種区域 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１

種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１

種住居地域、第２種住居地域及び準住居地域並びに市街化

調整区域 

第２種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 

備考 市街化調整区域、第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地

域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種

住居地域、第２種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、

準工業地域及び工業地域とは、都市計画法（昭和４３年法律第１００

号）第７条第１項及び第８条第１項第１号の規定により定められた区

域及び地域をいう。 

 

 


